
留意点構造関係規定等への
適合確認

―確認：審査しない
検査：検査しない⑤

―確認：審査しない
検査：検査しない⑥

―確認：審査しない
検査：検査しない⑦

―
確認：審査しない

計画変更：審査しない
検査：検査しない

⑧

―
確認：審査しない

計画変更：審査しない
検査：検査しない

⑨

⑦、⑨、⑫となるよう調整すること
が考えられる

確認：審査しない
計画変更：審査する

検査：検査する
⑩

施行日以後に行われる
消防同意については７日以内

確認：審査する
検査：検査する⑪

施行日以後に行われる
消防同意については７日以内

確認：審査する
検査：検査する⑫

法施行日（令和7年4月１日）

確認
申請

確認
済証 着工

旧4号から新２号になる木造建築物の取扱い＜都市計画区域等の区域内＞

計画
変更

確認
済証

完了
検査
申請

検査
済証

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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